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提案理由  流山市自治基本条例（平成２１年流山市条例第１号）第１７

条第３項の規定に基づき、市民投票の請求及び実施について、

必要な事項を定め、市民自治を推進するためである。  

  

 

 



流山市市民投票条例  

（目的）  

第１条  この条例は、流山市自治基本条例（平成２１年流山市条例第１

号。以下「自治基本条例」という。）第１７条第３項の規定に基づき、

市民投票の請求及び実施について、必要な事項を定め、もって市民自

治を推進することを目的とする。  

（市民投票に付することができる事項）  

第２条  自治基本条例第１７条第１項に規定する流山市が直面する将来

に係る重要課題とは、市民及び流山市全体に影響を及ぼす事項であっ

て、市民に直接その意思を問う必要があると認められるものとする。

ただし、次の各号に掲げる事項を除く。  

（１）法令の規定に基づき投票を行うことができる事項  

（２）市民投票を行うことが適当でないと明らかに認められる事項  

（投票資格者）  

第３条  市民投票の投票権を有する者（以下「投票資格者」という。）

は、本市に住所を有する年齢満１８年以上の者であって、かつ、本市

に住民票が作成された日（他の市町村（特別区を含む。）から本市に

住所を移した者にあっては、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第２２条の規定による届出をした日）から引き続き３か月以上本

市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに

該当するものとする。  

（１）日本国籍を有する者  

（２）日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国

管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）第３条に規定する

特別永住者  

（３）出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第

２の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者  

（市民投票の請求）  

第４条  投票資格者は、第６条第１項の規定による申請の日現在の投票

資格者の総数の６分の１以上の者の連署をもって、その代表者（以下

「請求代表者」という。）から、市長に対し、市民投票の実施を請求

することができる。  

２  前項の規定にかかわらず、既に請求に係る手続が開始されている場



合においては、当該請求に係る市民投票の手続が行われている間は、

当該市民投票に付そうとされ、又は付されている事項と同一又は同旨

の事項について、市民投票を請求することができない。  

（請求の形式）  

第５条  前条第１項の規定による請求に当たっては、市民投票に付そう

とする事項（以下「市民投票事項」という。）が、投票資格者が容易

に内容を理解できるような設問により、二者択一で賛否を問う形式で

なければならない。  

（請求代表者証明書の交付等）  

第６条  第４条第１項の規定により市民投票の実施を請求しようとする

請求代表者は、規則で定めるところにより、市民投票事項及びその趣

旨を記載した実施請求書（以下「実施請求書」という。）を添え、文

書をもって請求代表者であることの証明書（以下「請求代表者証明

書」という。）の交付を申請しなければならない。  

２  市長は、前項の規定による申請があった場合において、実施請求書

に記載された市民投票事項が第２条及び前条の規定に該当すること並

びに請求代表者が投票資格者であることを確認したときは、速やかに

当該請求代表者に実施請求書を返付し、請求代表者証明書を交付する

とともに、その旨を告示しなければならない。  

３  前項の規定による請求代表者証明書の交付の日以後、投票資格者で

なくなった者は、請求代表者であることができない。  

４  市長は、第２項の規定により請求代表者証明書を交付するときは、

第１項の規定による申請の日現在の投票資格者の総数の６分の１の数

を請求代表者に通知するとともに、その数を告示しなければならない。  

５  市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項の規定によ

る申請を却下しなければならない。この場合において、市長は、速や

かにその理由を請求代表者に通知するとともに、その旨を告示しなけ

ればならない。  

（１）第１項の規定による申請が第４条第２項又は第２４条の規定に該

当するとき。  

（２）第２項の規定による確認ができないとき。  

（署名等の収集）  

第７条  請求代表者は、署名簿に実施請求書又はその写し及び請求代表



者証明書又はその写しを付して、投票資格者に対し、規則で定めると

ころにより、署名等（署名し、印を押すことに併せ、署名年月日、住

所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。）を求めなければ

ならない。  

２  請求代表者は、他の投票資格者に委任して署名等を求めることがで

きる。この場合において、委任を受けた者は、実施請求書又はその写

し及び請求代表者証明書又はその写し並びに請求代表者の委任状を署

名簿に付さなければならない。  

３  請求代表者は、前項の規定により委任したときは、直ちにその旨を

文書をもって市長へ届け出なければならない。  

４  投票資格者は、心身の故障その他の事由により署名簿に署名等をす

ることができないときは、他の投票資格者（請求代表者及び第２項に

規定する委任を受けた者を除く。）に委任して、自己の氏名等（以下

「投票資格者の氏名等」という。）を記載させることができる。この

場合において、委任を受けた者による投票資格者の氏名等の記載は、

第１項の規定による投票資格者の署名等とみなす。   

５  前項の規定により委任を受けた者（以下「代筆者」という。）が投

票資格者の氏名等を署名簿に記載する場合においては、代筆者は、当

該署名簿に代筆者としての署名等をしなければならない。  

６  請求代表者（第２項の規定による委任を受けた者を含む。）は、本

市の区域内で衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及

び長の選挙（以下「選挙」という。）が行われることとなるときは、

選挙の区分に応じ、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

９２条第４項に規定する期間においては、署名等を求めることができ

ない。  

７  署名等は、前条第２項の規定による告示の日から３１日以内でなけ

れば、これを求めることができない。ただし、前項の規定により署名

等を求めることができないこととなった期間がある場合は、当該期間

を除き、同条第２項の規定による告示の日から３１日以内とする。  

（署名簿の提出等）  

第８条  署名簿に署名等をした者の数が第６条第４項の規定により告示

された投票資格者の総数の６分の１以上の数となったときは、請求代

表者は、前条第７項の規定による期間満了の日（同項ただし書の規定



が適用される場合には、同項ただし書に規定する期間が満了する日を

いう。）の翌日から５日以内に全ての署名簿（署名簿が２冊以上に分

かれているときは、これらを一括したもの）を市長に提出し、署名簿

に署名等をした者が、次条に規定する署名審査名簿に登録されている

者であることの証明を求めなければならない。  

２  市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署

名簿に署名等をした者の数が第６条第４項の規定により告示された投

票資格者の総数の６分の１に満たないことが明らかであるとき又は前

項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなければ

ならない。  

（署名審査名簿の調製）  

第９条  市長は、第６条第２項の規定による告示をしたときは、署名審

査名簿（同条第１項の規定による申請の日現在の投票資格者を登録し

た名簿をいう。以下同じ。）を調製しなければならない。  

２  市長は、前項の規定により署名審査名簿を調製したときは、規則で

定めるところにより、その日の翌日から５日間、投票資格者からの申

出に応じ、署名審査名簿の抄本（当該申出を行った投票資格者が記載

された部分に限る。）を閲覧させなければならない。  

３  第１項の規定による署名審査名簿の調製に関し不服のある者は、前

項の規定による閲覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出るこ

とができる。  

４  市長は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、当該異議の

申出を受けた日から３日以内に当該異議の申出が正当であるかを決定

しなければならない。この場合において、当該異議の申出を正当であ

ると決定したときにあっては、当該異議の申出に係る者を速やかに署

名審査名簿に登録し、又は署名審査名簿から抹消し、その旨を申出人

及び関係人に通知し、当該異議の申出を正当でないと決定したときに

あっては、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。  

５  市長は、第１項の規定により署名審査名簿の調製をした後、当該調

製の際に署名審査名簿に登録されるべき投票資格者が署名審査名簿に

登録されていないことを知ったときは、その者を速やかに署名審査名

簿に登録しなければならない。  

（署名等の審査）  



第１０条  市長は、第８条第１項の規定による証明を求められたときは、

その日から２０日以内に署名簿に署名等をした者が署名審査名簿に登

録されている者かどうかの審査を行い、署名の効力を決定し、その旨

を書面をもって証明しなければならない。  

２  市長は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その日

から７日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。  

３  市長は、前項の縦覧に供するときは、あらかじめ縦覧の期間及び場

所を告示しなければならない。  

４  署名簿の署名等に関し異議のある関係人は、第２項の規定による縦

覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。  

５  市長は、前項の規定により異議の申出を受けた場合においては、当

該異議の申出を受けた日から１４日以内に当該異議の申出が正当であ

るか否かを決定しなければならない。この場合において、当該異議の

申出を正当であると決定したときは、速やかに第１項の規定による証

明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、当該異議の申出を

正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなけ

ればならない。  

６  市長は、第２項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がな

いとき又は第４項の規定による異議の全てについて、前項の規定によ

る決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、

署名簿を請求代表者に返付しなければならない。  

（市民投票の実施等）  

第１１条  第４条第１項の規定による市民投票の実施の請求は、前条第

６項の規定による返付を受けた日から５日以内に、第６条第２項の規

定により返付を受けた実施請求書に前条第１項の規定により署名の効

力を証明した書面及び同条第６項の規定により返付を受けた署名簿を

添えて行わなければならない。  

２  市長は、前項の請求があった場合は、速やかに市民投票の実施の決

定をしなければならない。  

３  市長は、市民投票の実施を決定したときは、直ちにその旨を告示す

るとともに、請求代表者及び議会の議長にその旨を通知しなければな

らない。  

（投票日）  



第１２条  市長は、前条第３項の規定による告示の日から起算して３１

日を経過した日から９０日を超えない範囲において、市民投票の期日

（以下「投票日」という。）を定めるものとする。  

２  市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、投票日その他必

要な事項を当該投票日の７日前までに告示しなければならない。  

３  市長は、第１項の規定により定めた投票日が本市の区域内で行われ

る選挙の期日と同一の日となったときは、投票日を変更しなければな

らない。  

４  市長は、災害その他やむを得ない理由により第１項の規定により定

めた投票日に市民投票を実施することが著しく困難であると認めると

きは、同項の規定にかかわらず、当該投票日を変更することができる。  

５  市長は、前２項の規定により投票日を変更したときは、直ちに変更

後の投票日を告示しなければならない。  

（情報の提供）  

第１３条  市長は、市民投票を実施する際には、当該市民投票に関する

必要な情報を市の広報その他適当な方法により市民に提供しなければ

ならない。  

２  市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、正確性、公平性

及び中立性の保持に努めなければならない。  

（投票運動）  

第１４条  市民投票に関する投票運動は、自由にこれを行うことができ

る。この場合において、その運動は、買収、強迫等により投票資格者

の自由な意思を拘束し、若しくは不当に干渉し、又は市民の平穏な生

活環境を侵害するものであってはならない。  

（投票資格者名簿の調製）  

第１５条  市 長 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 投 票 資 格 者 名 簿 （ 第 

１２条第２項の規定による告示の日の前日（投票資格者の年齢につい

ては投票日）現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。）

を調製しなければならない。  

２  第９条第２項から第５項までの規定は、投票資格者名簿及びその抄

本について準用する。この場合において、同条第４項中「３日以内」

とあるのは、「投票日の前日まで」と読み替える。  

（投票所）  



第１６条  投票所（第１９条第１項に規定する期日前投票の投票所（以

下「期日前投票所」という。）を含む。）は、市長が指定した場所に

設ける。  

２  市長は、投票日の７日前まで（期日前投票所にあっては、第１２条

第２項の規定による告示日）に、投票所を告示しなければならない。  

（投票することができない者）  

第１７条  投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることが

できない。  

２  投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録さ

れることができない者であるときは、投票をすることができない。  

３  投票日（第１９条第１項に規定する期日前投票にあっては、当該投

票を行う日）において、投票資格者でない者は、投票をすることがで

きない。  

（投票の方法）  

第１８条  投票は、一人１票とする。  

２  投票を行う投票資格者（以下「投票人」という。）は、投票日に自

ら投票所に行き、投票しなければならない。  

３  投票人は、前項の規定による投票に当たっては、投票所において交

付される投票用紙の選択肢から一つを選択し、当該投票用紙の所定の

欄に○の記号を自書し、投票箱に入れる方法により投票しなければな

らない。  

（期日前投票等）  

第１９条  前条第２項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めると

ころにより、期日前投票を行うことができる。  

２  前条第２項及び第３項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定め

るところにより、不在者投票を行うことができる。  

３  前条第３項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところに

より、点字による投票を行うことができる。この場合において、当該

点字は自書とみなす。  

４  前条第３項及び第２１条第３号の規定にかかわらず、投票人は、規

則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。  

（開票所及び開票日）  

第２０条  開票所は、市長が指定した場所に設ける。  



２  市長は、あらかじめ開票所の場所及び開票の日時を告示しなければ

ならない。  

（無効投票）  

第２１条  次の各号に掲げる投票は、無効とする。  

（１）所定の投票用紙を用いないもの  

（２）○の記号以外の記号を記載したもの  

（３）○の記号を自書しないもの  

（４）○の記号のほか、他事を記載したもの  

（５）○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの  

（６）○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難い

もの  

（７）白紙投票  

（投票結果の告示等）  

第２２条  市長は、市民投票の結果が判明したときは、直ちにこれを告

示し、かつ、当該市民投票の請求代表者及び議会の議長に通知しなけ

ればならない。  

（投票及び開票に関するその他の事項）  

第２３条  この条例に定めるもののほか、市民投票に係る投票及び開票

については、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）、公職選挙法

施 行 令 （ 昭 和 ２ ５ 年 政 令 第 ８ ９ 号 ） 及 び 公 職 選 挙 法 施 行 規 則 （ 昭 和 

２５年総理府令第１３号）並びに流山市公職選挙法令施行規程（昭和

５４年流山市選挙管理委員会告示第１７号）の規定に基づき行われる

本市の議会の議員及び市長の選挙の投票及び開票の例による。  

（再請求の制限期間）  

第２４条  第２２条の規定により市民投票の結果について告示があった

ときは、当該告示の日から２年が経過するまでの間は、当該市民投票

における市民投票事項と同一又は同旨の事項について第４条第１項の

規定による請求を行うことができない。  

（委任）  

第２５条  この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。  

附  則  

この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規

則で定める日から施行する。  



議案第  ５２  号  
 
 
   流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について  
流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  
  平成２９年８月３１日提出  

流山市長   井  崎  義  治    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案理由  流山市家庭児童相談員及び流山市母子・父子自立支援員の業

務について、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の一部

改正により児童相談所から市町村への事案の送致が可能になっ

たこと等に伴い、業務の専門性及び業務量を考慮し報酬の額を

増額するためである。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例  

 流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（平成１４年流山市条例第４号）の一部を次のように改正する。  

 別表第４中  

「  

家庭児童相談員  月額  ９５ ,２００円  

母子・父子自立支援員  月額  ９５ ,２００円  

」  

を  

「  

家庭児童相談員  月額  １２５ ,０００円  

母子・父子自立支援員  月額  １００ ,０００円  

」  

に改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

（適用）  

２  この条例による改正後の流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の勤務

について適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。  



議案第  ５３  号  

 

 

   流山市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一

部を改正する条例の制定について  

 流山市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  平成２９年８月３１日提出  

         流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）の一部改正に伴い、

流山市議会議員の選挙におけるビラの作成の公費負担について

定めるためである。  



 

  流山市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一

部を改正する条例  

流山市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例（平成１９

年流山市条例第２３号）の一部を次のように改正する。  

題名を次のように改める。  

流山市議会議員及び流山市長の選挙におけるビラの作成の公費負

担に関する条例  

第１条中「流山市長」を「流山市議会議員及び流山市長」に、「法第

１４２条第１項第６号」を「同条第１項第６号」に改める。  

第２条本文中「流山市長」を「流山市議会議員及び流山市長」に改め、

「候補者」の次に「（以下「候補者」という。）」を加える。  

 第４条及び第５条中「法第１４２条第１項第６号」を「選挙の区分に

応じ法第１４２条第１項第６号」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成３１年３月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２  この条例による改正後の流山市議会議員及び流山市長の選挙におけ

るビラの作成の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日

（以下「施行日」という。）以後その期日を告示される選挙について

適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、

なお従前の例による。  



議案第  ５４  号  
 
 
   字の区域及び名称の変更について  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定によ

り、本市内の字の区域及び名称を別冊調書のとおり変更する。  
  平成２９年８月３１日提出  

流山市長   井  崎  義  治    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提案理由  流山都市計画事業木地区一体型特定土地区画整理事業地区等

の字の区域及び名称を整備し、地域住民の利便の向上を図るた

めである。  



議案第  ５５  号  
 
 
   千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県

市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協

議について  
 千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町

村総合事務組合規約の一部を改正する規約を別紙のとおり制定すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定

により、関係地方公共団体と協議をするに当たり、同法第２９０条の規

定により議会の議決を求める。  
  平成２９年８月３１日提出  
                 流山市長   井  崎  義  治  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案理由  千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千

葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正することについて、

地方自治法の規定に基づき、関係地方公共団体と協議をするた

めである。  



   千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約  
 千葉県市町村総合事務組合規約（昭和３０年千葉県告示第４９６号）

の一部を次のように改正する。  
 第３条第１項に次の１号を加える。  
（１６）軽自動車税の賦課徴収に関する申告書（市町村へ直接提出され

るものを除く。）の受付  
 別表第２に次のように加える。  
第 ３ 条 第 １ 項 第 １ ６ 号 に 掲 げ

る事務  
 
 
 

千葉市  銚子市  市川市  船橋市  

 館山市  木更津市  松戸市  野

田市  茂原市  成田市  佐倉市  

東金市  旭市  習志野市  柏市  

勝浦市  市原市  流山市  八千代

市  我孫子市  鴨川市  鎌ケ谷市  

 君津市  富津市  浦安市  四街

道市  袖ケ浦市  八街市  印西市  

 白井市  富里市  南房総市  匝

瑳市  香取市  山武市  いすみ市  

 大網白里市  酒々井町  栄町  

神崎町  多古町  東庄町  九十九

里町  芝山町  横芝光町  一宮町  

 睦沢町  長生村  白子町  長柄

町  長南町  大多喜町  御宿町  

鋸南町  
   附  則  
 この規約は、平成３０年４月１日から施行する。  



議案第  ５６  号  

 

 

工事請負契約の締結について  

市は、次の工事請負契約を締結する。  

平成２９年８月３１日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

１  契 約 の 名 称  流山市立おおたかの森小学校校舎増築工事（建築

工事）  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札  

３  契 約 の 金 額  ２６５，６８０，０００円  
４  契 約 の 相 手 方  流山市三輪野山四丁目１８番地の６０  
          株式会社中村組  
          代表取締役  中村  文隆  
           



参考資料  
 

流山市立おおたかの森小学校校舎増築工事（建築工事）概要  
 
１  工事場所  流山市市野谷６２１番地の１  
 
２  概   要  
（１）工 事 概 要 流山市立おおたかの森小学校校舎増築工事  
（２）構 造 ・ 規 模 鉄骨造  

地上２階建て  
普通教室１８教室  

（３）敷 地 面 積 ３４，０２６．５６平方メートル  
（４）建 築 面 積 ９１０．２４平方メートル  
（５）延 べ 床 面 積 １，８１３．２８平方メートル  
 
３  工   期  議会の議決の日の翌日から平成３０年３月２０日まで  
 
４  設   計  千葉県習志野市津田沼一丁目１５番地１１号  
       相和レジデンス１０１号  

株式会社相和技術研究所東関東支社  
 

５  施   工  流山市三輪野山四丁目１８番地の６０  
       株式会社中村組  
 
６  工 事 費 ２６５，６８０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 



会 社 名

自 己 資 本 額

土木工事、舗装工事

許 可 年 月 日 とび・土工工事、建築工事

及 び 番 号 管工事　造園工事
水道施設工事

営 業 種 目

代 表 者

区　　　分 官　公　庁 民　　　間 合　　　計

平成２７年９月期 564,258 84,454 648,712

平成２８年９月期 453,146 78,548 531,694

（単位：千円） 平　　　均 508,702 81,501 590,203

　工 事 名

  発 注 者 流山市

  工事金額

  工　　期

  受注形態 元請

　工 事 名

  発 注 者 流山市

過去の主な工事経歴   工事金額

  工　　期

  受注形態 元請

　工 事 名

  発 注 者 流山市

  工事金額

  工　　期

  受注形態 元請

業    者    経    歴    表

株式会社中村組

 134,917千円　　　(資本金額　20,000千円）

所 在 地 本　　　社 流山市三輪野山四丁目１８番地の６０

平成２９年１月３１日
国土交通大臣許可（ 特－２８）第８４２１号
平成２９年１月３１日
国土交通大臣許可（ 般－２８）第８４２１号

土木工事、建築工事、舗装工事、とび・土工工事、管工事、水道施設工事、造園工事

代表取締役　中村　文隆

平成２７年６月１８日から同年１２月２８日まで

指定廃棄物一時保管施設整備工事（ボックスカルバート設
置工）

１４４，３１５，０００円

平成２７年１月１６日から同年６月３０日まで

過去２か年の年間平
均完成工事高

流山市立小山小学校校舎増築工事（杭工事）

９５，８５０，０００円

平成２７年１２月２日から平成２８年８月３１日まで

流山市立西初石中学校エレベーター設置工事及びトイレ改
造工事（建築工事）

１２０，２０４，０００円



工事種別工事種別工事種別工事種別工事種別工事種別工事種別

建物用途建物用途建物用途建物用途建物用途建物用途建物用途

０１０１０１０１０１０１０１ 　配置図　配置図　配置図　配置図　配置図　配置図　配置図

敷地概要敷地概要敷地概要敷地概要敷地概要敷地概要敷地概要

建物名称建物名称建物名称建物名称建物名称建物名称建物名称

地名地番地名地番地名地番地名地番地名地番地名地番地名地番

０２０２０２０２０２０２０２ 　敷地概要・建物概要　敷地概要・建物概要　敷地概要・建物概要　敷地概要・建物概要　敷地概要・建物概要　敷地概要・建物概要　敷地概要・建物概要

増築（別棟）増築（別棟）増築（別棟）増築（別棟）増築（別棟）増築（別棟）増築（別棟）

鉄骨造２階建鉄骨造２階建鉄骨造２階建鉄骨造２階建鉄骨造２階建鉄骨造２階建鉄骨造２階建

消防法施行令別表第一第16項（イ)消防法施行令別表第一第16項（イ)消防法施行令別表第一第16項（イ)消防法施行令別表第一第16項（イ)消防法施行令別表第一第16項（イ)消防法施行令別表第一第16項（イ)消防法施行令別表第一第16項（イ)

小学校小学校小学校小学校小学校小学校小学校

建物概要建物概要建物概要建物概要建物概要建物概要建物概要

耐火建築物の種別耐火建築物の種別耐火建築物の種別耐火建築物の種別耐火建築物の種別耐火建築物の種別耐火建築物の種別

防火対象物の種別防火対象物の種別防火対象物の種別防火対象物の種別防火対象物の種別防火対象物の種別防火対象物の種別

床面積床面積床面積床面積床面積床面積床面積

建築面積建築面積建築面積建築面積建築面積建築面積建築面積

最高の軒の高さ最高の軒の高さ最高の軒の高さ最高の軒の高さ最高の軒の高さ最高の軒の高さ最高の軒の高さ 設計ＧＬ＋設計ＧＬ＋設計ＧＬ＋設計ＧＬ＋設計ＧＬ＋設計ＧＬ＋設計ＧＬ＋

建物の最高高さ建物の最高高さ建物の最高高さ建物の最高高さ建物の最高高さ建物の最高高さ建物の最高高さ 設計ＧＬ＋設計ＧＬ＋設計ＧＬ＋設計ＧＬ＋設計ＧＬ＋設計ＧＬ＋設計ＧＬ＋ ＭＭＭＭＭＭＭ

ＭＭＭＭＭＭＭ

７．６７１７．６７１７．６７１７．６７１７．６７１７．６７１７．６７１

７．２７２７．２７２７．２７２７．２７２７．２７２７．２７２７．２７２

構造規模構造規模構造規模構造規模構造規模構造規模構造規模

構造規模構造規模構造規模構造規模構造規模構造規模構造規模 アルミ製（既製品）10.55㎡アルミ製（既製品）10.55㎡アルミ製（既製品）10.55㎡アルミ製（既製品）10.55㎡アルミ製（既製品）10.55㎡アルミ製（既製品）10.55㎡アルミ製（既製品）10.55㎡

校舎校舎校舎校舎校舎校舎校舎

構造規模構造規模構造規模構造規模構造規模構造規模構造規模 スチール製プレファブ造（既製品）15.40㎡スチール製プレファブ造（既製品）15.40㎡スチール製プレファブ造（既製品）15.40㎡スチール製プレファブ造（既製品）15.40㎡スチール製プレファブ造（既製品）15.40㎡スチール製プレファブ造（既製品）15.40㎡スチール製プレファブ造（既製品）15.40㎡

建物用途建物用途建物用途建物用途建物用途建物用途建物用途

建物用途建物用途建物用途建物用途建物用途建物用途建物用途 体育倉庫体育倉庫体育倉庫体育倉庫体育倉庫体育倉庫体育倉庫

構造規模構造規模構造規模構造規模構造規模構造規模構造規模

建物用途建物用途建物用途建物用途建物用途建物用途建物用途 駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場

スチール製(既製品）スチール製(既製品）スチール製(既製品）スチール製(既製品）スチール製(既製品）スチール製(既製品）スチール製(既製品）

計画建物１計画建物１計画建物１計画建物１計画建物１計画建物１計画建物１

計画建物２計画建物２計画建物２計画建物２計画建物２計画建物２計画建物２

(本工事)(本工事)(本工事)(本工事)(本工事)(本工事)(本工事)

(本工事)(本工事)(本工事)(本工事)(本工事)(本工事)(本工事)

計画建物３計画建物３計画建物３計画建物３計画建物３計画建物３計画建物３ (別途工事)(別途工事)(別途工事)(別途工事)(別途工事)(別途工事)(別途工事)

計画建物４～８計画建物４～８計画建物４～８計画建物４～８計画建物４～８計画建物４～８計画建物４～８

(別途工事)(別途工事)(別途工事)(別途工事)(別途工事)(別途工事)(別途工事)
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3.4.5加市野谷線
3.4.5加市野谷線
3.4.5加市野谷線
3.4.5加市野谷線
3.4.5加市野谷線
3.4.5加市野谷線
3.4.5加市野谷線
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みどりの丘
みどりの丘みどりの丘みどりの丘
みどりの丘みどりの丘みどりの丘

遊びのにわ遊びのにわ遊びのにわ遊びのにわ
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風のみち風のみち風のみち風のみち風のみち風のみち風のみち

森の庭森の庭森の庭森の庭森の庭森の庭森の庭

プール上部プール上部プール上部プール上部
プール上部プール上部プール上部

小グラウンド
小グラウンド小グラウンド
小グラウンド
小グラウンド
小グラウンド小グラウンド

大グラウンド
大グラウンド大グラウンド
大グラウンド
大グラウンド
大グラウンド大グラウンド

野球グラウンド
野球グラウンド
野球グラウンド
野球グラウンド
野球グラウンド
野球グラウンド
野球グラウンド

多目的広場
多目的広場多目的広場多目的広場
多目的広場多目的広場多目的広場
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駐輪場Ａ屋根[新設]駐輪場Ａ屋根[新設]駐輪場Ａ屋根[新設]駐輪場Ａ屋根[新設]駐輪場Ａ屋根[新設]駐輪場Ａ屋根[新設]駐輪場Ａ屋根[新設]

駐輪場Ｂ屋根[新設]駐輪場Ｂ屋根[新設]駐輪場Ｂ屋根[新設]駐輪場Ｂ屋根[新設]駐輪場Ｂ屋根[新設]駐輪場Ｂ屋根[新設]駐輪場Ｂ屋根[新設]

体育倉庫[新設]体育倉庫[新設]体育倉庫[新設]体育倉庫[新設]体育倉庫[新設]体育倉庫[新設]体育倉庫[新設]

2.8m×5.5m2.8m×5.5m2.8m×5.5m2.8m×5.5m2.8m×5.5m2.8m×5.5m2.8m×5.5m

増築校舎[新設]増築校舎[新設]増築校舎[新設]増築校舎[新設]増築校舎[新設]増築校舎[新設]増築校舎[新設]

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ[新設]ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ[新設]ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ[新設]ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ[新設]ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ[新設]ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ[新設]ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ[新設]

H2000×16mH2000×16mH2000×16mH2000×16mH2000×16mH2000×16mH2000×16m

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

計画建物３計画建物３計画建物３計画建物３計画建物３計画建物３計画建物３

計画建物４計画建物４計画建物４計画建物４計画建物４計画建物４計画建物４

計画建物５，６，７，８計画建物５，６，７，８計画建物５，６，７，８計画建物５，６，７，８計画建物５，６，７，８計画建物５，６，７，８計画建物５，６，７，８

（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事） （別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）

・既存校舎２階床・既存校舎２階床・既存校舎２階床・既存校舎２階床・既存校舎２階床・既存校舎２階床・既存校舎２階床

TP.22.00TP.22.00TP.22.00TP.22.00TP.22.00TP.22.00TP.22.00

校舎[新設]校舎[新設]校舎[新設]校舎[新設]校舎[新設]校舎[新設]校舎[新設]

計画建物１計画建物１計画建物１計画建物１計画建物１計画建物１計画建物１

昇降口屋根[新設]昇降口屋根[新設]昇降口屋根[新設]昇降口屋根[新設]昇降口屋根[新設]昇降口屋根[新設]昇降口屋根[新設]

計画建物２計画建物２計画建物２計画建物２計画建物２計画建物２計画建物２

（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）

（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）

NNNNNNN
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慶櫻おおたかの森保育園慶櫻おおたかの森保育園慶櫻おおたかの森保育園慶櫻おおたかの森保育園慶櫻おおたかの森保育園慶櫻おおたかの森保育園慶櫻おおたかの森保育園

流山警察署流山警察署流山警察署流山警察署流山警察署流山警察署流山警察署

流山おおたかの森駅流山おおたかの森駅流山おおたかの森駅流山おおたかの森駅流山おおたかの森駅流山おおたかの森駅流山おおたかの森駅

計画地計画地計画地計画地計画地計画地計画地

至柏至柏至柏至柏至柏至柏至柏

至野田至野田至野田至野田至野田至野田至野田 至つくば至つくば至つくば至つくば至つくば至つくば至つくば

０３０３０３０３０３０３０３ 　案内図　案内図　案内図　案内図　案内図　案内図　案内図

住居表示住居表示住居表示住居表示住居表示住居表示住居表示

敷地総面積敷地総面積敷地総面積敷地総面積敷地総面積敷地総面積敷地総面積

計画対象面積計画対象面積計画対象面積計画対象面積計画対象面積計画対象面積計画対象面積

周辺道路状況周辺道路状況周辺道路状況周辺道路状況周辺道路状況周辺道路状況周辺道路状況

接道長さ接道長さ接道長さ接道長さ接道長さ接道長さ接道長さ

用 途 地 域用 途 地 域用 途 地 域用 途 地 域用 途 地 域用 途 地 域用 途 地 域

高度地区高度地区高度地区高度地区高度地区高度地区高度地区

防 火 地 域防 火 地 域防 火 地 域防 火 地 域防 火 地 域防 火 地 域防 火 地 域

その他地域地区その他地域地区その他地域地区その他地域地区その他地域地区その他地域地区その他地域地区

容積率（法第52条1項及び2項)容積率（法第52条1項及び2項)容積率（法第52条1項及び2項)容積率（法第52条1項及び2項)容積率（法第52条1項及び2項)容積率（法第52条1項及び2項)容積率（法第52条1項及び2項)

なしなしなしなしなしなしなし

34,026.5634,026.5634,026.5634,026.5634,026.5634,026.5634,026.56

34,026.5634,026.5634,026.5634,026.5634,026.5634,026.5634,026.56㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡

道路幅員　道路幅員　道路幅員　道路幅員　道路幅員　道路幅員　道路幅員　

第１種中高層住居専用地域第１種中高層住居専用地域第１種中高層住居専用地域第１種中高層住居専用地域第１種中高層住居専用地域第１種中高層住居専用地域第１種中高層住居専用地域

第１種高度地区第１種高度地区第１種高度地区第１種高度地区第１種高度地区第１種高度地区第１種高度地区

60%60%60%60%60%60%60%

200%200%200%200%200%200%200%

地区計画区域、土地区画整理事業区域地区計画区域、土地区画整理事業区域地区計画区域、土地区画整理事業区域地区計画区域、土地区画整理事業区域地区計画区域、土地区画整理事業区域地区計画区域、土地区画整理事業区域地区計画区域、土地区画整理事業区域

910.24㎡910.24㎡910.24㎡910.24㎡910.24㎡910.24㎡910.24㎡

流山市市野谷621番地の1流山市市野谷621番地の1流山市市野谷621番地の1流山市市野谷621番地の1流山市市野谷621番地の1流山市市野谷621番地の1流山市市野谷621番地の1

ス
ロ
ー
プ
　
1/
20

ス
ロ
ー
プ
　
1/
20

ス
ロ
ー
プ
　
1/
20

ス
ロ
ー
プ
　
1/
20

ス
ロ
ー
プ
　
1/
20

ス
ロ
ー
プ
　
1/
20

ス
ロ
ー
プ
　
1/
20

渡り廊下：91.22㎡渡り廊下：91.22㎡渡り廊下：91.22㎡渡り廊下：91.22㎡渡り廊下：91.22㎡渡り廊下：91.22㎡渡り廊下：91.22㎡

至秋葉原至秋葉原至秋葉原至秋葉原至秋葉原至秋葉原至秋葉原

流山市立おおたかの森小学校校舎増築工事（建築工事）流山市立おおたかの森小学校校舎増築工事（建築工事）流山市立おおたかの森小学校校舎増築工事（建築工事）流山市立おおたかの森小学校校舎増築工事（建築工事）流山市立おおたかの森小学校校舎増築工事（建築工事）流山市立おおたかの森小学校校舎増築工事（建築工事）流山市立おおたかの森小学校校舎増築工事（建築工事）

全体　案内図・配置図【増築後】全体　案内図・配置図【増築後】全体　案内図・配置図【増築後】全体　案内図・配置図【増築後】全体　案内図・配置図【増築後】全体　案内図・配置図【増築後】全体　案内図・配置図【増築後】図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

流山市市野谷621番地の1流山市市野谷621番地の1流山市市野谷621番地の1流山市市野谷621番地の1流山市市野谷621番地の1流山市市野谷621番地の1流山市市野谷621番地の1

流山市立おおたかの森小学校流山市立おおたかの森小学校流山市立おおたかの森小学校流山市立おおたかの森小学校流山市立おおたかの森小学校流山市立おおたかの森小学校流山市立おおたかの森小学校

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡

337.82337.82337.82337.82337.82337.82337.82mmmmmmm

指定なし、法第22条区域指定なし、法第22条区域指定なし、法第22条区域指定なし、法第22条区域指定なし、法第22条区域指定なし、法第22条区域指定なし、法第22条区域

校舎：1,722.06㎡校舎：1,722.06㎡校舎：1,722.06㎡校舎：1,722.06㎡校舎：1,722.06㎡校舎：1,722.06㎡校舎：1,722.06㎡

南側19.00m、東側6.00m南側19.00m、東側6.00m南側19.00m、東側6.00m南側19.00m、東側6.00m南側19.00m、東側6.00m南側19.00m、東側6.00m南側19.00m、東側6.00m

建ぺい率(法第53条第1項）建ぺい率(法第53条第1項）建ぺい率(法第53条第1項）建ぺい率(法第53条第1項）建ぺい率(法第53条第1項）建ぺい率(法第53条第1項）建ぺい率(法第53条第1項）

流山市上下水道局流山市上下水道局流山市上下水道局流山市上下水道局流山市上下水道局流山市上下水道局流山市上下水道局

準耐火構造（法第２条９の３－ロ－２）準耐火構造（法第２条９の３－ロ－２）準耐火構造（法第２条９の３－ロ－２）準耐火構造（法第２条９の３－ロ－２）準耐火構造（法第２条９の３－ロ－２）準耐火構造（法第２条９の３－ロ－２）準耐火構造（法第２条９の３－ロ－２）
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上部庇上部庇上部庇上部庇上部庇上部庇上部庇

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下
既存校舎既存校舎既存校舎既存校舎既存校舎既存校舎既存校舎
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Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1

Y2Y2Y2Y2Y2Y2Y2
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Y4Y4Y4Y4Y4Y4Y4

Y5Y5Y5Y5Y5Y5Y5
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Y7Y7Y7Y7Y7Y7Y7

Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8

Y9Y9Y9Y9Y9Y9Y9

Y10Y10Y10Y10Y10Y10Y10

Y11Y11Y11Y11Y11Y11Y11

Y12Y12Y12Y12Y12Y12Y12

Y13Y13Y13Y13Y13Y13Y13

Y14Y14Y14Y14Y14Y14Y14

Y15Y15Y15Y15Y15Y15Y15

Y16Y16Y16Y16Y16Y16Y16

Y17Y17Y17Y17Y17Y17Y17

Y18Y18Y18Y18Y18Y18Y18

7,2007,2007,2007,2007,2007,2007,200 7,2007,2007,2007,2007,2007,2007,200 7,2007,2007,2007,2007,2007,2007,200 7,2007,2007,2007,2007,2007,2007,200 7,2007,2007,2007,2007,2007,2007,200 7,2007,2007,2007,2007,2007,2007,200 2,7002,7002,7002,7002,7002,7002,700 4,5004,5004,5004,5004,5004,5004,500

50,40050,40050,40050,40050,40050,40050,400
X2X2X2X2X2X2X2 X3X3X3X3X3X3X3 X4X4X4X4X4X4X4 X5X5X5X5X5X5X5 X6X6X6X6X6X6X6 X7X7X7X7X7X7X7X1X1X1X1X1X1X1 X8X8X8X8X8X8X8 X9X9X9X9X9X9X9 X10X10X10X10X10X10X10 X11X11X11X11X11X11X11 X12X12X12X12X12X12X12 X13X13X13X13X13X13X13 X14X14X14X14X14X14X14 X15X15X15X15X15X15X15 X16X16X16X16X16X16X16 X17X17X17X17X17X17X17 X18X18X18X18X18X18X18 X19X19X19X19X19X19X19 X20X20X20X20X20X20X20 X21X21X21X21X21X21X21 X22X22X22X22X22X22X22 X23X23X23X23X23X23X23 X24X24X24X24X24X24X24 X25X25X25X25X25X25X25 X26X26X26X26X26X26X26 X27X27X27X27X27X27X27X28X28X28X28X28X28X28X29X29X29X29X29X29X29 X30X30X30X30X30X30X30 X31X31X31X31X31X31X31

5,4005,4005,4005,4005,4005,4005,400 5,4005,4005,4005,4005,4005,4005,400 3,6003,6003,6003,6003,6003,6003,600 7,2007,2007,2007,2007,2007,2007,200 7,2007,2007,2007,2007,2007,2007,200 7,2007,2007,2007,2007,2007,2007,200 3,6003,6003,6003,6003,6003,6003,600 6,3006,3006,3006,3006,3006,3006,300 4,5004,5004,5004,5004,5004,5004,500
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鉄筋コンクリート壁（ＲＣ壁）鉄筋コンクリート壁（ＲＣ壁）鉄筋コンクリート壁（ＲＣ壁）鉄筋コンクリート壁（ＲＣ壁）鉄筋コンクリート壁（ＲＣ壁）鉄筋コンクリート壁（ＲＣ壁）鉄筋コンクリート壁（ＲＣ壁）

コンクリ－トブロック間仕切壁（ＣＢ壁）コンクリ－トブロック間仕切壁（ＣＢ壁）コンクリ－トブロック間仕切壁（ＣＢ壁）コンクリ－トブロック間仕切壁（ＣＢ壁）コンクリ－トブロック間仕切壁（ＣＢ壁）コンクリ－トブロック間仕切壁（ＣＢ壁）コンクリ－トブロック間仕切壁（ＣＢ壁）

PPPPPPP スチールパーテーション〔不燃〕スチールパーテーション〔不燃〕スチールパーテーション〔不燃〕スチールパーテーション〔不燃〕スチールパーテーション〔不燃〕スチールパーテーション〔不燃〕スチールパーテーション〔不燃〕

軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁）

軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・耐火仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・耐火仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・耐火仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・耐火仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・耐火仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・耐火仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・耐火仕様）

軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・遮音仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・遮音仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・遮音仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・遮音仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・遮音仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・遮音仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・遮音仕様）

SLDSLDSLDSLDSLDSLDSLD 移動間仕切壁（スライディングウォール）移動間仕切壁（スライディングウォール）移動間仕切壁（スライディングウォール）移動間仕切壁（スライディングウォール）移動間仕切壁（スライディングウォール）移動間仕切壁（スライディングウォール）移動間仕切壁（スライディングウォール）

ガラスブロックガラスブロックガラスブロックガラスブロックガラスブロックガラスブロックガラスブロック

落し口（特記なき限り100A）防塵網付落し口（特記なき限り100A）防塵網付落し口（特記なき限り100A）防塵網付落し口（特記なき限り100A）防塵網付落し口（特記なき限り100A）防塵網付落し口（特記なき限り100A）防塵網付落し口（特記なき限り100A）防塵網付

竪樋　カラーＶＰ管（特記なき限り100A）竪樋　カラーＶＰ管（特記なき限り100A）竪樋　カラーＶＰ管（特記なき限り100A）竪樋　カラーＶＰ管（特記なき限り100A）竪樋　カラーＶＰ管（特記なき限り100A）竪樋　カラーＶＰ管（特記なき限り100A）竪樋　カラーＶＰ管（特記なき限り100A）

TTTTTTT 中継ドレイン（特記なき限り100A用）中継ドレイン（特記なき限り100A用）中継ドレイン（特記なき限り100A用）中継ドレイン（特記なき限り100A用）中継ドレイン（特記なき限り100A用）中継ドレイン（特記なき限り100A用）中継ドレイン（特記なき限り100A用）

RDRDRDRDRDRDRD 竪引ルーフドレイン（特記なき限り100A用）竪引ルーフドレイン（特記なき限り100A用）竪引ルーフドレイン（特記なき限り100A用）竪引ルーフドレイン（特記なき限り100A用）竪引ルーフドレイン（特記なき限り100A用）竪引ルーフドレイン（特記なき限り100A用）竪引ルーフドレイン（特記なき限り100A用）

RDRDRDRDRDRDRD 横引ルーフドレイン（特記なき限り100A用）横引ルーフドレイン（特記なき限り100A用）横引ルーフドレイン（特記なき限り100A用）横引ルーフドレイン（特記なき限り100A用）横引ルーフドレイン（特記なき限り100A用）横引ルーフドレイン（特記なき限り100A用）横引ルーフドレイン（特記なき限り100A用）

OFOFOFOFOFOFOF オーバーフロー管オーバーフロー管オーバーフロー管オーバーフロー管オーバーフロー管オーバーフロー管オーバーフロー管

丸環：φ１００ ステンレス製１９φ丸環：φ１００ ステンレス製１９φ丸環：φ１００ ステンレス製１９φ丸環：φ１００ ステンレス製１９φ丸環：φ１００ ステンレス製１９φ丸環：φ１００ ステンレス製１９φ丸環：φ１００ ステンレス製１９φ

手摺（仕様は詳細図による）手摺（仕様は詳細図による）手摺（仕様は詳細図による）手摺（仕様は詳細図による）手摺（仕様は詳細図による）手摺（仕様は詳細図による）手摺（仕様は詳細図による）

床下点検口600×600（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600×600（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600×600（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600×600（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600×600（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600×600（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600×600（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）

床下点検口600φ（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600φ（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600φ（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600φ（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600φ（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600φ（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600φ（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）

防火戸（一部くぐり戸付）防火戸（一部くぐり戸付）防火戸（一部くぐり戸付）防火戸（一部くぐり戸付）防火戸（一部くぐり戸付）防火戸（一部くぐり戸付）防火戸（一部くぐり戸付）

SSSSSSSSSSSSSS
シャッターシャッターシャッターシャッターシャッターシャッターシャッター

人通口６００φ（両側ステンレス製手掛タラップ付）人通口６００φ（両側ステンレス製手掛タラップ付）人通口６００φ（両側ステンレス製手掛タラップ付）人通口６００φ（両側ステンレス製手掛タラップ付）人通口６００φ（両側ステンレス製手掛タラップ付）人通口６００φ（両側ステンレス製手掛タラップ付）人通口６００φ（両側ステンレス製手掛タラップ付）

連通管塩ビ管２００φ／２、通気管１００φ連通管塩ビ管２００φ／２、通気管１００φ連通管塩ビ管２００φ／２、通気管１００φ連通管塩ビ管２００φ／２、通気管１００φ連通管塩ビ管２００φ／２、通気管１００φ連通管塩ビ管２００φ／２、通気管１００φ連通管塩ビ管２００φ／２、通気管１００φ

通気管１００φ通気管１００φ通気管１００φ通気管１００φ通気管１００φ通気管１００φ通気管１００φ

釜場　H=500釜場　H=500釜場　H=500釜場　H=500釜場　H=500釜場　H=500釜場　H=500

消火器ボックス（壁埋込型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁埋込型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁埋込型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁埋込型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁埋込型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁埋込型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁埋込型）、ABC粉末消火器10型

消消消消消消消 消火器ボックス（壁掛け型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁掛け型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁掛け型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁掛け型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁掛け型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁掛け型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁掛け型）、ABC粉末消火器10型

仕様凡例仕様凡例仕様凡例仕様凡例仕様凡例仕様凡例仕様凡例

電気盤（電気設備工事）電気盤（電気設備工事）電気盤（電気設備工事）電気盤（電気設備工事）電気盤（電気設備工事）電気盤（電気設備工事）電気盤（電気設備工事）

屋内消火栓（機械設備工事）屋内消火栓（機械設備工事）屋内消火栓（機械設備工事）屋内消火栓（機械設備工事）屋内消火栓（機械設備工事）屋内消火栓（機械設備工事）屋内消火栓（機械設備工事）

消消消消消消消 屋内消火栓（消火器ボックス付）（機械設備工事）屋内消火栓（消火器ボックス付）（機械設備工事）屋内消火栓（消火器ボックス付）（機械設備工事）屋内消火栓（消火器ボックス付）（機械設備工事）屋内消火栓（消火器ボックス付）（機械設備工事）屋内消火栓（消火器ボックス付）（機械設備工事）屋内消火栓（消火器ボックス付）（機械設備工事）

特特特特特特特
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▲▲▲▲▲▲▲

凡例凡例凡例凡例凡例凡例凡例

 (1時間準耐火構造） (1時間準耐火構造） (1時間準耐火構造） (1時間準耐火構造） (1時間準耐火構造） (1時間準耐火構造） (1時間準耐火構造）

 (45分準耐火構造） (45分準耐火構造） (45分準耐火構造） (45分準耐火構造） (45分準耐火構造） (45分準耐火構造） (45分準耐火構造）

:閉鎖特定防火設備(常時開放式　煙感知器連動）:閉鎖特定防火設備(常時開放式　煙感知器連動）:閉鎖特定防火設備(常時開放式　煙感知器連動）:閉鎖特定防火設備(常時開放式　煙感知器連動）:閉鎖特定防火設備(常時開放式　煙感知器連動）:閉鎖特定防火設備(常時開放式　煙感知器連動）:閉鎖特定防火設備(常時開放式　煙感知器連動）

:壁ブレ－ス位置を示す:壁ブレ－ス位置を示す:壁ブレ－ス位置を示す:壁ブレ－ス位置を示す:壁ブレ－ス位置を示す:壁ブレ－ス位置を示す:壁ブレ－ス位置を示す

:建物入口を示す:建物入口を示す:建物入口を示す:建物入口を示す:建物入口を示す:建物入口を示す:建物入口を示す

壁点検口600角（枠：塩ビ製）壁点検口600角（枠：塩ビ製）壁点検口600角（枠：塩ビ製）壁点検口600角（枠：塩ビ製）壁点検口600角（枠：塩ビ製）壁点検口600角（枠：塩ビ製）壁点検口600角（枠：塩ビ製）

床見切:SUS製床見切:SUS製床見切:SUS製床見切:SUS製床見切:SUS製床見切:SUS製床見切:SUS製

上部庇上部庇上部庇上部庇上部庇上部庇上部庇

小便所1小便所1小便所1小便所1小便所1小便所1小便所1
CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400▲▲▲▲▲▲▲
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床見切:SUS製床見切:SUS製床見切:SUS製床見切:SUS製床見切:SUS製床見切:SUS製床見切:SUS製

±0±0±0±0±0±0±0

流し流し流し流し流し流し流し

±0±0±0±0±0±0±0

±0±0±0±0±0±0±0

PSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPS PSPSPSPSPSPSPS PSPSPSPSPSPSPS PSPSPSPSPSPSPS PSPSPSPSPSPSPS 倉　庫(1)倉　庫(1)倉　庫(1)倉　庫(1)倉　庫(1)倉　庫(1)倉　庫(1)

掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ 掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ 掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ 掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ 掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ 掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ

PSPSPSPSPSPSPS

下足室下足室下足室下足室下足室下足室下足室ＣＲ２ＣＲ２ＣＲ２ＣＲ２ＣＲ２ＣＲ２ＣＲ２ ＣＲ３ＣＲ３ＣＲ３ＣＲ３ＣＲ３ＣＲ３ＣＲ３ ＣＲ４ＣＲ４ＣＲ４ＣＲ４ＣＲ４ＣＲ４ＣＲ４ ＣＲ５ＣＲ５ＣＲ５ＣＲ５ＣＲ５ＣＲ５ＣＲ５ ＣＲ６ＣＲ６ＣＲ６ＣＲ６ＣＲ６ＣＲ６ＣＲ６
±0±0±0±0±0±0±0
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掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所 掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所 掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所

廊　下廊　下廊　下廊　下廊　下廊　下廊　下特特特特特特特

流し流し流し流し流し流し流し 掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所 掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所
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PSPSPSPSPSPSPS男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所 下足室下足室下足室下足室下足室下足室下足室
女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所

EPSEPSEPSEPSEPSEPSEPS

配膳配膳配膳配膳配膳配膳配膳

PSPSPSPSPSPSPS

PSPSPSPSPSPSPS ＣＲ７ＣＲ７ＣＲ７ＣＲ７ＣＲ７ＣＲ７ＣＲ７ ＣＲ８ＣＲ８ＣＲ８ＣＲ８ＣＲ８ＣＲ８ＣＲ８ ＣＲ９ＣＲ９ＣＲ９ＣＲ９ＣＲ９ＣＲ９ＣＲ９PSPSPSPSPSPSPS

DMDMDMDMDMDMDM

掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ 掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ 掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ

▲▲▲▲▲▲▲
PSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPS PSPSPSPSPSPSPS

1,2001,2001,2001,2001,2001,2001,200

CH=直天CH=直天CH=直天CH=直天CH=直天CH=直天CH=直天

CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700
CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700 CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700 CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700 CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700 CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700 CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700

64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡ 64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡ 64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡ 64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡ 64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡ 64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡

CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700

CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400
CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700

CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700
22.68㎡22.68㎡22.68㎡22.68㎡22.68㎡22.68㎡22.68㎡

CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700
64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡
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児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納 児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納 児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納 児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納 児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納 児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納

児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納
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CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400
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流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し

１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図
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流山市立おおたかの森小学校校舎増築工事（建築工事）流山市立おおたかの森小学校校舎増築工事（建築工事）流山市立おおたかの森小学校校舎増築工事（建築工事）流山市立おおたかの森小学校校舎増築工事（建築工事）流山市立おおたかの森小学校校舎増築工事（建築工事）流山市立おおたかの森小学校校舎増築工事（建築工事）流山市立おおたかの森小学校校舎増築工事（建築工事）

増築　１階平面図増築　１階平面図増築　１階平面図増築　１階平面図増築　１階平面図増築　１階平面図増築　１階平面図図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

　１階平面図　１階平面図　１階平面図　１階平面図　１階平面図　１階平面図　１階平面図

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

：令第112条第1項に規定する防火区画(面積区画)：令第112条第1項に規定する防火区画(面積区画)：令第112条第1項に規定する防火区画(面積区画)：令第112条第1項に規定する防火区画(面積区画)：令第112条第1項に規定する防火区画(面積区画)：令第112条第1項に規定する防火区画(面積区画)：令第112条第1項に規定する防火区画(面積区画)

：令第114条第2項に規定する区画(小屋裏又は天井裏まで)：令第114条第2項に規定する区画(小屋裏又は天井裏まで)：令第114条第2項に規定する区画(小屋裏又は天井裏まで)：令第114条第2項に規定する区画(小屋裏又は天井裏まで)：令第114条第2項に規定する区画(小屋裏又は天井裏まで)：令第114条第2項に規定する区画(小屋裏又は天井裏まで)：令第114条第2項に規定する区画(小屋裏又は天井裏まで)

:防火設備(法第2条9号の二、ロに規定する防火設備）:防火設備(法第2条9号の二、ロに規定する防火設備）:防火設備(法第2条9号の二、ロに規定する防火設備）:防火設備(法第2条9号の二、ロに規定する防火設備）:防火設備(法第2条9号の二、ロに規定する防火設備）:防火設備(法第2条9号の二、ロに規定する防火設備）:防火設備(法第2条9号の二、ロに規定する防火設備）



CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700

64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡

CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700

64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡
CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700
64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡

CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700
64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡

CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700
64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡

CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700
64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡ 16.20㎡16.20㎡16.20㎡16.20㎡16.20㎡16.20㎡16.20㎡

CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700

CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400

64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡

CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700

64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡

CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700

64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡64.80㎡

CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700

27.27㎡27.27㎡27.27㎡27.27㎡27.27㎡27.27㎡27.27㎡

CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700
CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400

CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700

CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700CH=2700

22.68㎡22.68㎡22.68㎡22.68㎡22.68㎡22.68㎡22.68㎡

踏み面：260以上踏み面：260以上踏み面：260以上踏み面：260以上踏み面：260以上踏み面：260以上踏み面：260以上
蹴上げ：160以下蹴上げ：160以下蹴上げ：160以下蹴上げ：160以下蹴上げ：160以下蹴上げ：160以下蹴上げ：160以下
有効巾：1450以上有効巾：1450以上有効巾：1450以上有効巾：1450以上有効巾：1450以上有効巾：1450以上有効巾：1450以上

有効巾：900以上有効巾：900以上有効巾：900以上有効巾：900以上有効巾：900以上有効巾：900以上有効巾：900以上

踏み面：260以上踏み面：260以上踏み面：260以上踏み面：260以上踏み面：260以上踏み面：260以上踏み面：260以上
蹴上げ：160以下蹴上げ：160以下蹴上げ：160以下蹴上げ：160以下蹴上げ：160以下蹴上げ：160以下蹴上げ：160以下

０１０１０１０１０１０１０１

ＣＲ２ＣＲ２ＣＲ２ＣＲ２ＣＲ２ＣＲ２ＣＲ２ ＣＲ３ＣＲ３ＣＲ３ＣＲ３ＣＲ３ＣＲ３ＣＲ３ ＣＲ４ＣＲ４ＣＲ４ＣＲ４ＣＲ４ＣＲ４ＣＲ４ ＣＲ５ＣＲ５ＣＲ５ＣＲ５ＣＲ５ＣＲ５ＣＲ５ ＣＲ６ＣＲ６ＣＲ６ＣＲ６ＣＲ６ＣＲ６ＣＲ６

ＣＲ９ＣＲ９ＣＲ９ＣＲ９ＣＲ９ＣＲ９ＣＲ９ＣＲ８ＣＲ８ＣＲ８ＣＲ８ＣＲ８ＣＲ８ＣＲ８ＣＲ７ＣＲ７ＣＲ７ＣＲ７ＣＲ７ＣＲ７ＣＲ７

教材室教材室教材室教材室教材室教材室教材室
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男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所
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女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所

倉庫(2)倉庫(2)倉庫(2)倉庫(2)倉庫(2)倉庫(2)倉庫(2)
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渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

既存校舎既存校舎既存校舎既存校舎既存校舎既存校舎既存校舎

小便所2小便所2小便所2小便所2小便所2小便所2小便所2

掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ 掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ 掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ 掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ 掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ 掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ
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2
,
7
0
0

2
,
7
0
0

2
,
7
0
0

2
,
7
0
0

2
,
7
0
0

2
,
7
0
0

2
,
7
0
0

6
,
3
0
0

6
,
3
0
0

6
,
3
0
0

6
,
3
0
0

6
,
3
0
0

6
,
3
0
0

6
,
3
0
0

4
,
5
0
0

4
,
5
0
0

4
,
5
0
0

4
,
5
0
0

4
,
5
0
0

4
,
5
0
0

4
,
5
0
0

7
,
2
0
0

7
,
2
0
0

7
,
2
0
0

7
,
2
0
0

7
,
2
0
0

7
,
2
0
0

7
,
2
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

鉄筋コンクリート壁（ＲＣ壁）鉄筋コンクリート壁（ＲＣ壁）鉄筋コンクリート壁（ＲＣ壁）鉄筋コンクリート壁（ＲＣ壁）鉄筋コンクリート壁（ＲＣ壁）鉄筋コンクリート壁（ＲＣ壁）鉄筋コンクリート壁（ＲＣ壁）

コンクリ－トブロック間仕切壁（ＣＢ壁）コンクリ－トブロック間仕切壁（ＣＢ壁）コンクリ－トブロック間仕切壁（ＣＢ壁）コンクリ－トブロック間仕切壁（ＣＢ壁）コンクリ－トブロック間仕切壁（ＣＢ壁）コンクリ－トブロック間仕切壁（ＣＢ壁）コンクリ－トブロック間仕切壁（ＣＢ壁）

PPPPPPP スチールパーテーション〔不燃〕スチールパーテーション〔不燃〕スチールパーテーション〔不燃〕スチールパーテーション〔不燃〕スチールパーテーション〔不燃〕スチールパーテーション〔不燃〕スチールパーテーション〔不燃〕

軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁）

軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・耐火仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・耐火仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・耐火仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・耐火仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・耐火仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・耐火仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・耐火仕様）

軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・遮音仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・遮音仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・遮音仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・遮音仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・遮音仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・遮音仕様）軽量鉄骨間仕切壁（ＬＧＳ壁・遮音仕様）

SLDSLDSLDSLDSLDSLDSLD 移動間仕切壁（スライディングウォール）移動間仕切壁（スライディングウォール）移動間仕切壁（スライディングウォール）移動間仕切壁（スライディングウォール）移動間仕切壁（スライディングウォール）移動間仕切壁（スライディングウォール）移動間仕切壁（スライディングウォール）

ガラスブロックガラスブロックガラスブロックガラスブロックガラスブロックガラスブロックガラスブロック

TTTTTTT

RDRDRDRDRDRDRD
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OFOFOFOFOFOFOF オーバーフロー管オーバーフロー管オーバーフロー管オーバーフロー管オーバーフロー管オーバーフロー管オーバーフロー管

丸環：φ１００ ステンレス製１９φ丸環：φ１００ ステンレス製１９φ丸環：φ１００ ステンレス製１９φ丸環：φ１００ ステンレス製１９φ丸環：φ１００ ステンレス製１９φ丸環：φ１００ ステンレス製１９φ丸環：φ１００ ステンレス製１９φ

手摺（仕様は詳細図による）手摺（仕様は詳細図による）手摺（仕様は詳細図による）手摺（仕様は詳細図による）手摺（仕様は詳細図による）手摺（仕様は詳細図による）手摺（仕様は詳細図による）

床下点検口600×600（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600×600（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600×600（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600×600（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600×600（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600×600（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600×600（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）

床下点検口600φ（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600φ（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600φ（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600φ（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600φ（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600φ（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）床下点検口600φ（完全防水防臭型充填タイプ･鍵付）

防火戸（一部くぐり戸付）防火戸（一部くぐり戸付）防火戸（一部くぐり戸付）防火戸（一部くぐり戸付）防火戸（一部くぐり戸付）防火戸（一部くぐり戸付）防火戸（一部くぐり戸付）

SSSSSSSSSSSSSS
シャッターシャッターシャッターシャッターシャッターシャッターシャッター

人通口６００φ（両側ステンレス製手掛タラップ付）人通口６００φ（両側ステンレス製手掛タラップ付）人通口６００φ（両側ステンレス製手掛タラップ付）人通口６００φ（両側ステンレス製手掛タラップ付）人通口６００φ（両側ステンレス製手掛タラップ付）人通口６００φ（両側ステンレス製手掛タラップ付）人通口６００φ（両側ステンレス製手掛タラップ付）

連通管塩ビ管２００φ／２、通気管１００φ連通管塩ビ管２００φ／２、通気管１００φ連通管塩ビ管２００φ／２、通気管１００φ連通管塩ビ管２００φ／２、通気管１００φ連通管塩ビ管２００φ／２、通気管１００φ連通管塩ビ管２００φ／２、通気管１００φ連通管塩ビ管２００φ／２、通気管１００φ

通気管１００φ通気管１００φ通気管１００φ通気管１００φ通気管１００φ通気管１００φ通気管１００φ

釜場　H=500釜場　H=500釜場　H=500釜場　H=500釜場　H=500釜場　H=500釜場　H=500

消火器ボックス（壁埋込型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁埋込型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁埋込型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁埋込型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁埋込型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁埋込型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁埋込型）、ABC粉末消火器10型

消消消消消消消 消火器ボックス（壁掛け型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁掛け型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁掛け型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁掛け型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁掛け型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁掛け型）、ABC粉末消火器10型消火器ボックス（壁掛け型）、ABC粉末消火器10型

仕様凡例仕様凡例仕様凡例仕様凡例仕様凡例仕様凡例仕様凡例

電気盤（電気設備工事）電気盤（電気設備工事）電気盤（電気設備工事）電気盤（電気設備工事）電気盤（電気設備工事）電気盤（電気設備工事）電気盤（電気設備工事）

屋内消火栓（機械設備工事）屋内消火栓（機械設備工事）屋内消火栓（機械設備工事）屋内消火栓（機械設備工事）屋内消火栓（機械設備工事）屋内消火栓（機械設備工事）屋内消火栓（機械設備工事）

消消消消消消消 屋内消火栓（消火器ボックス付）（機械設備工事）屋内消火栓（消火器ボックス付）（機械設備工事）屋内消火栓（消火器ボックス付）（機械設備工事）屋内消火栓（消火器ボックス付）（機械設備工事）屋内消火栓（消火器ボックス付）（機械設備工事）屋内消火栓（消火器ボックス付）（機械設備工事）屋内消火栓（消火器ボックス付）（機械設備工事）

壁点検口600角（枠：塩ビ製）壁点検口600角（枠：塩ビ製）壁点検口600角（枠：塩ビ製）壁点検口600角（枠：塩ビ製）壁点検口600角（枠：塩ビ製）壁点検口600角（枠：塩ビ製）壁点検口600角（枠：塩ビ製）

特特特特特特特

防防防防防防防

▲▲▲▲▲▲▲

凡例凡例凡例凡例凡例凡例凡例

 (1時間準耐火構造） (1時間準耐火構造） (1時間準耐火構造） (1時間準耐火構造） (1時間準耐火構造） (1時間準耐火構造） (1時間準耐火構造）

:閉鎖特定防火設備(常時開放式　煙感知器連動）:閉鎖特定防火設備(常時開放式　煙感知器連動）:閉鎖特定防火設備(常時開放式　煙感知器連動）:閉鎖特定防火設備(常時開放式　煙感知器連動）:閉鎖特定防火設備(常時開放式　煙感知器連動）:閉鎖特定防火設備(常時開放式　煙感知器連動）:閉鎖特定防火設備(常時開放式　煙感知器連動）

:壁ブレ－ス位置を示す:壁ブレ－ス位置を示す:壁ブレ－ス位置を示す:壁ブレ－ス位置を示す:壁ブレ－ス位置を示す:壁ブレ－ス位置を示す:壁ブレ－ス位置を示す

:建物入口を示す:建物入口を示す:建物入口を示す:建物入口を示す:建物入口を示す:建物入口を示す:建物入口を示す

掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所
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掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所

掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所

掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所掲示板・壁掛ﾌｯｸ×40か所
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配膳配膳配膳配膳配膳配膳配膳
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流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し流し
児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納 児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納 児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納 児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納 児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納 児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納

児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納児童用ﾛｯｶｰ・窓下収納 流し流し流し流し流し流し流し 流し流し流し流し流し流し流し 流し流し流し流し流し流し流し
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議案第  ５７  号  

 

 

工事請負契約の変更について  

市は、平成２８年流山市議会第４回定例会で議決を経た工事請負契約

を、次のとおり変更する。  

 平成２９年８月３１日提出  

              流山市長   井  崎  義  治  

 

 

１  契 約 の 名 称  新スポーツフィールド整備工事  

２  変更前契約金 額  ２７５，４００，０００円  

３  変更後契約金 額  ３１２，８７６，０００円  

４  変更による増額分   ３７，４７６，０００円  

５  契 約 の 相 手 方  流山市三輪野山四丁目１８番地の６０  

           中村・山崎特定建設工事共同企業体  

           構成員  流山市三輪野山四丁目１８番地の６０  

           （代表者）株式会社中村組  

                代表取締役  中村  文隆  

           構成員  流山市大字鰭ケ崎４１４番地の４  

               株式会社山崎建設工業  

               代表取締役  山崎  弘幸  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考資料  

新スポーツフィールド整備工事変更概要  

 

１  工事場所  流山市大字下花輪地先  

 

２  概要  

（１）工 事 概 要  新スポーツフィールド整備工事  

（２）構造・規模  多目的広場、駐車場等、調整池、附帯設備  

            

３  主な変更項目及び内容  

（１）工事内容  

 項目  変更 前  変更 後  

ア  多 目 的広 場 ・ 調 整池  

(ア ) 多 目 的 広 場面 積  

 

２ ４ ， １ ５ ４ .５ ５ 平 方 メ

ート ル  

３０ ，８ ７ ８ ．４５ 平方 メ

ート ル  

(イ ) 調 整 池 貯 留量  約７ ，５０ ０ 立 方メ ート ル  約７ ，７０ ０ 立 方メ ート ル  

イ  附 帯 設備  

(ア ) 防 球 ネ ッ ト①  

 

防 球 ネ ッ ト②  

高さ  ４メ ー ト ル   

長さ  ５３ ７ メ ート ル  

高さ  １０ メ ー トル  

長さ  ３７ ３ メ ート ル  

高さ  ４ メー ト ル   

長さ  ６ ４２ メ ー ト ル  

高さ  ９ メー ト ル  

長さ  ４ ０５ メ ー ト ル  

(イ ) 外 灯  ８基  ９基  

(ウ ) 散 水 栓  ４基  ５基  

ウ  道 路 整備  

(ア ) 地 盤 改 良  

（ 追 加 ）  
－  

道路 箇 所  

７０ ０ 平 方メ ー ト ル  

(イ ) ガ ー ド レ ール 設

置  (追 加 ）  
－  

ガー ド レ ール  

６２ メ ー トル  

(ウ ) 交 通 標 識  

（ 追 加 ）  
－  

規制 及 び 警戒 標 識   

１７ 基  

(エ ) 道 路 安 全 施設  

（ 追 加 ）  －  

歩車 道 境 界ブ ロ ッ ク   

７２ １ ． ９メ ー ト ル  

反射 板  １８ ８ 個  



（２）工  期  

 

 

 

 

 

（３）敷地面積  

 

 

 

 

４  設  計   流山市江戸川台東４丁目１６７番地  

       株式会社新日本コンサルタント千葉営業所  

 

５  施  工   流山市三輪野山四丁目１８番地の６０  

       中村・山崎特定建設工事共同企業体  

変 更 前  変更後  

平成２ ８ 年１ ２ 月 １ ５ 日 から  

平成２ ９ 年１ ２ 月 １ ５ 日 まで  

平成２８年１２月１５日から  

平成３０年  ３月２０日まで  

変 更 前  変更後  

５３， ５ ７２ ． ２ ３ 平 方 メートル  ５３，３９９．０３平方メートル  



常磐自動車道流山ＩＣ

流山市クリーンセンター

ほっとプラザ下花輪

工事場所

.

位 置 図



 
道路安全施設（歩車道境界ブロック 450m・反射板 188個）追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多目的広場 
調整池 

新スポーツフィールド整備工事 

施設平面図 
変更前 

変更後 

多目的広場 

多目的広場 
多目的広場 

多目的広場 

道路勾配変更のための盛土造成工事の追加 

道路安全施設（歩車道境界ブロック 271.9m）追加 

・調整池の形状変更 

・防球ネットの追加  

調整池 

駐車場 

駐輪場 

駐車場 

駐輪場 

貯留範囲 

凡例 

道路地盤改良 W 2.0m × L 350m 



議案第  ６０  号  

 

 

平成２８年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、平成２８年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委

員の意見を付けて議会の認定に付する。  

  平成２９年８月３１日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  



議案第  ６１  号  

 

 

平成２８年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、平成２８年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を、別冊

監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  

  平成２９年８月３１日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  



議案第 ６２ 号 

 

 

   流山市教育、文化及びスポーツ施設整備等基金条例の一部を改正

する条例の制定について 

 流山市教育、文化及びスポーツ施設整備等基金条例の一部を改正する

条例を別紙のとおり制定する。 

  平成２９年８月３１日提出 

                 流山市長  井 崎 義 治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 流山市教育、文化及びスポーツ施設整備等基金の設置の目的

の改正及びこれに伴う所要の改正を行うためである。 



流山市教育、文化及びスポーツ施設整備等基金条例の一部を改正

する条例 

流山市教育、文化及びスポーツ施設整備等基金条例（平成２０年流山

市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

流山市教育、文化及びスポーツ振興基金条例 

第１条中「施設の用地取得及び建物等の新設、改築等（以下「施設整

備等」を「の振興（以下「教育等の振興」に、「流山市教育、文化及びス

ポーツ施設整備等基金」を「流山市教育、文化及びスポーツ振興基金」

に改める。 

第６条中「施設整備等」を「教育等の振興」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の流山市教育、文化

及びスポーツ施設整備等基金条例の規定により積み立てられた現金は、

この条例による改正後の流山市教育、文化及びスポーツ振興基金条例

に規定する基金に属する現金とみなす。 

 

 



議案第  ６３  号  

 

 

   流山市文化芸術振興条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市文化芸術振興条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。  

  平成２９年８月３１日提出  

         流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  文化芸術振興基本法（平成１３年法律第１４８号）の一部改

正により、法律の題名が改められたこと等に伴い、基本理念の

改正その他所要の改正を行うためである。  



   流山市文化芸術振興条例の一部を改正する条例  
 流山市文化芸術振興条例（平成２６年流山市条例第３９号）の一部を

次のように改正する。  
 題名を次のように改める。  

流山市文化芸術基本条例  
第１条中「文化芸術の振興に関する基本理念」を「本市における文化

芸術に関する施策についての基本理念」に改め、「市民等」の次に「、

学校等」を加え、「文化芸術の振興に関する施策」を「文化芸術に関す

る施策」に改める。  
第２条第１項中「文化芸術振興基本法」を「文化芸術基本法」に改め

る。  
第３条第２項から第４項までの規定中「の振興」を「に関する施策の

推進」に改め、同条第５項中「の振興」を「に関する施策の推進」に改

め、「市民等」の次に「、学校等」を加える。  
第４条中「の振興」を削る。  
第９条を第１０条とする。  
第８条中「の振興」を削り、同条を第９条とする。  
第７条中「の振興」を「に関する施策の推進」に改め、同条を第８条

とし、第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。  
（学校等の役割）  

第６条  学校等は、学校等の施設における文化芸術活動の充実を図るよ

う努めるものとする。  
   附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  
 



議案第  ６５  号  

 

 

平成２８年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、平成２８年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を、別冊監

査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  

  平成２９年８月３１日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  



議案第 ６６ 号 

 

 

   流山市廃棄物処理施設建設基金条例の一部を改正する条例の制定

について 

 流山市廃棄物処理施設建設基金条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり制定する。 

  平成２９年８月３１日提出 

                 流山市長  井 崎 義 治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 流山市廃棄物処理施設建設基金の設置の目的の改正及びこ 

れに伴う所要の改正を行うとともに、基金への積立てが指定

された寄附金額を積立ての対象として追加するためである。 

 

 



流山市廃棄物処理施設建設基金条例の一部を改正する条例 

 流山市廃棄物処理施設建設基金条例（平成４年流山市条例第２０号）

の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

流山市廃棄物処理施設整備等基金条例 

 第１条中「の建設」を「の新設、改築、修繕等（以下「整備等」とい

う。）」に、「流山市廃棄物処理施設建設基金」を「流山市廃棄物処理

施設整備等基金」に改める。 

 第２条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

（２）基金への積立てが指定された寄附金額 

 第６条中「建設」を「整備等」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の流山市廃棄物処理

施設建設基金条例の規定により積み立てられた現金は、この条例によ

る改正後の流山市廃棄物処理施設整備等基金条例に規定する基金に属

する現金とみなす。 

 

  

 

 



議案第  ７０  号  

 

 

平成２８年度流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定

について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、平成２８年度流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を、別

冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  

  平成２９年８月３１日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 



議案第  ７１  号  

 

 

   平成２８年度流山市水道事業会計決算認定について  

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定

により、平成２８年度流山市水道事業会計決算を、別冊監査委員の意見

を付けて議会の認定に付する。  

  平成２９年８月３１日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  



議案第  ７２  号  

 

 

   平成２８年度流山市下水道事業会計決算認定について  

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定

により、平成２８年度流山市下水道事業会計決算を、別冊監査委員の意

見を付けて議会の認定に付する。  

  平成２９年８月３１日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 



議案第  ７３  号  

 

 

   流山市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について  

 流山市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり制定する。  
  平成２９年８月３１日提出  

流山市長   井  崎  義  治  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案理由  公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）及び公営住

宅法施行規則（昭和２６年建設省令第１９号）の一部改正に伴

い、引用条文の整備を行うためである。  



   流山市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例  
 流 山 市 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ９ 年 流 山 市 条 例 第 
２４号）の一部を次のように改正する。  
 第１３条第１項中「第１０条」を「第１１条」に改める。  
 第 １ ４ 条 第 １ 項 、 第 ３ ９ 条 及 び 第 ４ ０ 条 中 「 第 １ １ 条 」 を 「 第 １ ２ 
条」に改める。  
   附  則  
 この条例は、公布の日から施行する。  
 



議案第  ７４  号  

 

 

平成２８年度流山市一般会計歳入歳出決算認定について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、平成２８年度流山市一般会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見

を付けて議会の認定に付する。  

  平成２９年８月３１日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

  



報告第  １４  号  
 
 
   平成２８年度健全化判断比率について  
 平成２８年度流山市の健全化判断比率について、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の規定

により、別冊監査委員の意見を付けて報告する。  
  平成２９年８月３１日報告  

流山市長   井  崎  義  治    



平成２８年度健全化判断比率  
（単位：％）  

 
実質赤字比率  

 

 
連結実質 赤字比率  

 
実質公債費比率  

 
将来負担比率  

 
－  

 

 
－  

 
３．７  

 
３６．３  

 

 



報告第  １５  号  
 
 
   平成２８年度資金不足比率について  
 平成２８年度流山市の公営企業会計に係る資金不足比率について、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第

２２条第１項の規定により、別冊監査委員の意見を付けて報告する。  
  平成２９年８月３１日報告  

流山市長   井  崎  義  治    



平成２８年度公営企業会計に係る資金不足比率  
（単位：％）  

流山市 土地区画整理事

業特別会計  
流山市水道事業会計  

 
流山市下水道事業会計  
 

 
－  

 

 
－  

 

 
－  

 

 
  



報告第  １６  号  
 
 
   専決処分の報告について  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  
平成２９年８月３１日報告  

                 流山市長   井  崎  義  治    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
報告理由  公用車の物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定につい

て専決処分したので、報告するためである。  



専  決  処  分  書  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  
平成２９年６月１５日  

流山市長   井  崎  義  治  
 

記  
 
１  事   件   名   土木部道路管理課の職員が公用車を運転し、新  

深井新田橋を通行しようとした際、対向車とす  
れ違うため後進したところ、後方に待機してい  
た相手方の自動車と接触したことによる物損事  
故  

２  発 生 年 月 日  平成２９年５月２２日  
３  発 生 場 所  流山市大字深井新田１４５番２地先  
４  相 手 方  千葉県野田市花井１４０－４  
           株式会社  野田ハッピー  
５  解 決 方 法  和解による。  
６  和解成立年月日  平成２９年６月１５日  
７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  
８  損 害 賠 償 額  ２０２，３９２円  



専  決  処  分  書  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  
平成２９年８月９日  

流山市長   井  崎  義  治  
 

記  
 
１  事   件   名   経済振興部流山本町・利根運河ツーリズム推進  

課の職員が物品配布を終え、市役所に帰庁する  
ために公用車（市が賃借している自動車）を店  
舗駐車場から後進させたところ、ブロック塀に  
公用車の左側前部が接触したことによる当該公  
用車の物損事故  

２  発 生 年 月 日  平成２９年７月１２日  
３  発 生 場 所  流山市加６丁目１３２４番地  
４  相 手 方  東京都港区西新橋一丁目３番１号  

日立キャピタルオートリース株式会社  
５  解 決 方 法  和解による。  
６  和解成立年月日  平成２９年８月９日  
７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  
８  損 害 賠 償 額  ６０，６８５円  
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